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くらし の

情 報

入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
書
の
受
付
に
つ
い
て

　
平
成
21
・
22
年
度
の
建
設
工

事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
、
物
品
納
入
、
業
務
委
託
な
ど

の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
を

新
規
・
追
加
で
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間

　
２
月
２
日
㈪
～
27
日
㈮

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で

　
※
土
日
・
祝
休
日
を
除
く

有
効
期
間
　
平
成
21
・
22
年
度
の

　
２
年
間

様
式
　
Ａ
４
縦
フ
ァ
イ
ル
綴
り

提
出
方
法
　
持
参
ま
た
は
郵
送

※
郵
送
の
場
合
、
２
月
27
日
㈮
必
着

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
場
所
・
問
合
せ
先
　
財
政

課
財
産
管
理
担
当

　（
内
線
２
６
３
・
２
６
４
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
募
集
）
の
実
施

結
果
を
公
表
し
ま
す

案
件
　
滑
川
市
都
市
計
画
道
路
見

　
直
し
素
案

募
集
（
実
施
）
期
間

　
平
成
20
年
９
月
１
日
～
30
日

第
１
回
申
込
み
は

　
　
　

３
月
10
日
㈫
ま
で

　
母
子
お
よ
び
寡
婦
福
祉
法
に
基

づ
く
修
学
資
金
な
ど
の
新
規
貸
付

申
込
受
付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
。

貸
付
対
象
者

　
市
内
に
住
ん

で
い
る
母
子
家

庭
の
母
、
父
母

の
い
な
い
家
庭

の
養
育
者
で
学

資
の
調
達
が
困

難
な
方

修学資金貸付限度額（月額）　　　　（単位：円）
区　　　　　分 限度額

高等学校・専修学校
（高等課程）

国公立
自宅通学 18,000 
自宅外通学 23,000 

私　立
自宅通学 30,000 
自宅外通学 35,000 

高等専門学校
国公立

自宅通学 21,000 
自宅外通学 22,500 

私　立
自宅通学 32,000 
自宅外通学 35,000 

短期大学・専修学校
（専門課程）

国公立
自宅通学 45,000 
自宅外通学 51,000 

私　立
自宅通学 53,000 
自宅外通学 60,000 

大　　　　学
国公立

自宅通学 45,000 
自宅外通学 51,000 

私　立
自宅通学 54,000 
自宅外通学 64,000 

専修学校（一般課程） 29,000 
※償還期限は原則として 20 年以内

貸
付
限
度
額
な
ど

　
貸
付
限
度
額
は
左
の
表
の
と
お

り
で
す
。
な
お
、
保
証
人
が
必
要

で
す
。

　
第
２
回
以
降
の
申
込
み
は
随
時

受
け
付
け
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
福
祉
課
児
童
福
祉
担
当

　
　
　
　
　
　（
内
線
７
５
４
）

年 

金

●
口
座
振
替
に
よ
る

前
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
口

座
振
替
を
利
用
さ
れ
る
と
、
自
分

で
納
め
る
手
間
が
省
け
、
納
め
忘

れ
も
な
く
安
心
で
す
。
ま
た
、
前

納
制
度
で
は
割
引
が
あ
る
た
め
大

変
お
得
で
す
。

◇
当
月
末
振
替
（
早
割
）
…
４
月

　
分
を
４
月
末
日
に
振
替

◇
６
か
月
前
納
…
４
月
分
～
９
月

　
分
を
４
月
末
日
に
振
替

◇
１
年
前
納
…
４
月
分
～
翌
年
３

　
月
分
を
４
月
末
日
に
振
替

必
要
な
物
　
年
金
手
帳
、預
（
貯
）

　
金
通
帳
、
金
融
機
関
へ
の
届
出
印

手
続
き
先
　
市
役
所
市
民
課
ま
た

　
は
ご
希
望
の
金
融
機
関

※
手
続
き
は
、
お
早
め
に
お
願
い

　
し
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
一
部

　
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
る
方

　
は
口
座
振
替
に
よ
る
前
納
は
で

　
き
ま
せ
ん
。

●
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
「
社

会
保
険
料
控
除
」
の
対
象
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
際
に

は
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
（
控
除
証
明
書
ま

た
は
領
収
証
書
）
を
添
付
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
社
会
保
険
庁
か
ら

送
付
さ
れ
る
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

を
、
申
告
の
際
に
必
ず
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

①
平
成
20
年
１
月
１
日
～
９
月
30

日
ま
で
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
た
方
…
平
成
20
年
11
月
送
付
済

②
平
成
20
年
10
月
１
日
～
12
月
31

日
ま
で
に
こ
の
年
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
た
方
…
平
成
21

年
２
月
上
旬
送
付

▼
問
合
せ
先

○
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　（
☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
１
１
７
）

　
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

○
魚
津
社
会
保
険
事
務
所

　（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４
）

※
税
務
申
告
の
手
続
き
に
つ
い
て

　
は
、
税
務
署
へ
ご
確
認
く
だ
さ

　
い
。

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

　
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
で
調
製
し
た
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人

名
簿
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

　
縦
覧
期
間
中
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
か
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
と

投
票
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

●
縦
覧
期
間
　
２
月
23
日
㈪
～
３
月
９
日
㈪

　
　
　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
ま
で

　

●
縦
覧
場
所
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
民
会
館
１
階
）

　

問
合
せ
先
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
内
線
２
１
６
）

確
定
申
告
な
ど
に
つ
い
て

◆
税
務
申
告
相
談

と
き

　
２
月
16
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
※
土
曜
・
日
曜
日
は
休
み
ま
す

と
こ
ろ
　
市
民
会
館
３
階
大
会
議
室

　
※
会
場
が
込
み
合
い
、
待
ち
時

　
間
が
長
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

　
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
※
確
定
申
告
で
事
業
所
得
（
青

　
色
）、
損
失
申
告
ま
た
は
分
離

　
課
税（
収
用
以
外
）の
あ
る
方
、

　
初
め
て
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

　
控
除
を
申
告
さ
れ
る
方
は
、
税

　
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

︻
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

に
つ
い
て
︼

　
平
成
11
年
か
ら
18
年
末
ま
で
に

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、
税
源

移
譲
に
よ
り
所
得
税
が
減
額
し
た

た
め
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額

を
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
場
合
は
、
翌
年
度
の
市
・

県
民
税
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

　
こ
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
各
年
の
３
月
15
日
（
※
平
成

21
年
は
３
月
16
日
）
ま
で
に
毎
年

申
告
が
必
要
で
す
。

▼
申
告
書
の
提
出
先

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
な

い
方
（
年
末
調
整
済
み
の
方
）
…

　
源
泉
徴
収
票
お
よ
び
印
鑑
を
持

　
参
の
う
え
市
役
所
税
務
課
へ
提

　
出
（
平
成
21
年
1
月
1
日
現
在

　
お
住
ま
い
の
市
町
村
へ
）

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る

方
…
所
得
税
の
確
定
申
告
書
と
と

　
も
に
税
務
署
へ
提
出

特
別
慰
労
品
の
請
求

期
限
（
３
月
31
日
）
が

せ
ま
っ
て
い
ま
す

　
外
地
か
ら
の
引
揚
者
、
恩
給
を

受
け
て
い
な
い
旧
軍
人
で
あ
っ
た

方
、
シ
ベ
リ
ア
な
ど
で
強
制
抑
留

さ
れ
た
方
で
、
ま
だ
特
別
慰
労
品

を
請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
早

急
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
請
求

書
は
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
　
独
立
行
政
法
人

　
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

（
☎
０
１
２
０
‐
２
３
４
‐
９
３
３
）

▼
申
告
書
お
よ
び
記
載
要
領

　
税
務
課
5
番
窓
口
に
用
意
し
て

あ
り
ま
す
。ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内
、各
課
か
ら
の
お
知
ら
せ（
税

務
課
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

︻
減
価
償
却
制
度
に
つ
い
て
︼

　
今
回
の
確
定
申
告
か
ら
以
下
の

適
用
が
始
ま
り
ま
す
。

　
平
成
19
年
3
月
31
日
以
前
に
取

得
し
た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い

て
、
各
年
分
に
お
い
て
、
必
要
経

費
に
算
入
さ
れ
た
金
額
の
累
計
額

が
償
却
可
能
限
度
額
（
取
得
価
格

の
95
％
相
当
額
）
に
達
し
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
達
し
た
年
分
の

翌
年
以
後
に
お
い
て
、
次
の
算
式

に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
償
却

費
の
額
と
し
て
1
円
ま
で
償
却

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
償
却
費
の
額
＝

　（
取
得
価
格
‐
取
得
価
格
の

　
　
95
％
相
当
額
‐
1
円
）
÷
5

︻
市
・
県
民
税
の
寄
附
金
控
除
に

つ
い
て
︼

　
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す

る
寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附

金
）、
日
本
赤
十
字
社
富
山
県
支

部
ま
た
は
富
山
県
共
同
募
金
会

に
対
す
る
寄
附
金
の
合
計
が
5

千
円
を
超
え
る
方
は
、
翌
年
度
の

市
・
県
民
税
か
ら
税
額
控
除
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

︻
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て
︼

　
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を

年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
で
納
め
ら
れ
た
分
に
つ
い
て

は
、
そ
の
年
金
の
受
給
者
に
社
会

保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
　
税
務
課
市
民
税

担
当
（
内
線
２
３
３
・
２
３
４
）

魚津合同庁舎
（魚津税務署）
☎ 0765-24-1370

母
子
修
学
資
金
を

　
ご
利
用
く
だ
さ
い

広告
提
出
状
況

　
◇
意
見
提
出
者
数
　

1
人

　
◇
意
見
件
数
　
１
件

意
見
概
要
　
意
見
概
要
お
よ
び
市

　
の
考
え
方
は
、
ま
ち
づ
く
り
課

　
や
情
報
公
開
窓
口
、
各
地
区
公

　
民
館
で
閲
覧
・
配
布
し
ま
す
。

　
ま
た
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

http://w
w

w.city.nam
erikaw

a.
toyam

a.jp/public/index.htm
l

▼
問
合
せ
先

　
ま
ち
づ
く
り
課（
内
線
４
３
４
）


